
世田谷区公示送達第４５号 

 国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書を発付したが、別添調書記載の納付義務

者は、住所、居所ともに不明のため送達できなかったので、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）第７８条の規定に基づき公示する。 

 なお、過誤納金還付・充当通知書はこれを保管し、いつでも送達を受けるべき納付

義務者に交付する。 

 

 交 付 場 所  世田谷区保健福祉政策部保険料収納課 

 

令和８年６月１８日 

             世田谷区長 保 坂 展 人 

 

 






